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部長会議開催結果  概要  

●日 時 令和 3 年 8 月 27 日（金） 午後 1 時 27 分から午後 2 時 25 分まで 

●場 所 ３Ａ会議室 

●出席者 

■は出席（代理出席は○） 

■ 市長  内田副市長 ■ 高村副市長 ■ 教育長 

■ 政策部長 〇 総務部長 

（契約検査課長） 

■ くらし安心部長 ■ 文化スポーツ部長 

■ 福祉部長 ■ こども健康部長 ■ 環境産業部長 ■ はだの魅力づく

り担当部長 

■ 都市部長 ■ 建設部長 ■ 上下水道局長 ■ 教育部長 

■ 消防長       
 

進行：総合政策課長 事務局：総合政策課課長代理、担当 

陪席：秘書課長代理 

●会 議 

１ 市長あいさつ 

２ 報告事項 

(1) 日本郵便株式会社との包括連携協定について          総合政策課 

(2) 令和３年９月秦野市議会第３回定例会提出議案等について 

総合政策課、財政課 

(3) 一般会計における令和２年度決算見込みにみる財政状況及び令和４年度当初予

算の見通しについて                          財政課 

(4) 職員の不適切な事務処理の再発防止への取組について        文書法制課   

(5) スマート窓口「住民異動届等作成支援システム」の導入について 

戸籍住民課 

(6) 通学路の安全対策について 

学校教育課、地域安全課、建設総務課、建設管理課 

(7) 土地利用委員会調整部会の審議案件について          開発指導課 

●会議概要 

１ 市長あいさつ 

・自身が新型感染症の濃厚接触者となったにより実施した在宅ワークを通

し、実感したことがある。①自宅療養に係る支援体制は万全か。単身者等

が社会から孤立していないか懸念する。②テレワークは移動に時間を費や

さず有用性が大きい。幹部職員も率先して実践を。③地域の絆の大切さ。

改めて地域コミュニティの在り方が問われている。 

・オリンピックでは、日本人選手が５８個のメダルを獲得。提携関係にある

東海大学 OB の髙藤選手とウルフ選手は柔道で金メダルを獲得し、誇らしく

思う。パラリンピックにおいても、日本人選手の活躍に期待する。 

・8月30日に、監査委員から決算審査意見書が提出される。指摘事項は真摯

に受け止め、議論の結果は、今後の施策、次年度予算につながるものにし

てほしい。 

・新総合計画に係るヒアリングが終了した。今後も各事業における課題に的

確かつ柔軟に対応し、都市像の実現に向け、部局長のリーダーシップのも
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と予算編成に備えること。 

・新東名のインターチェンジとサービスエリアの名称が決定された。市の強

みを生かし、名称に見合う更に魅力のある都市となるよう邁進したい。 

 

２ 報告事項 

(1) 日本郵便株式会社との包括連携協定について      総合政策課 

【説明】資料に基づいて説明 

【意見・質疑】 

 Ｑ．協定に関する定期的な協議の場は、どのように設けるのか。 

 Ａ．年度始めに事業の所管課と、実績の確認や今後の方向性を検討し、協

定に実効性を持たせる 

 

(2) 令和３年９月秦野市議会第３回定例会提出議案等について 

総合政策課、財政課 

【説明】資料に基づいて説明 

【意見・質疑】 

なし 

 

(3) 一般会計における令和２年度決算見込みにみる財政状況及び令和４年

度当初予算の見通しについて                                 財政課 

【説明】資料に基づいて説明 

【意見・質疑】 

なし 

 

(4) 職員の不適切な事務処理の再発防止への取組について   文書法制課 

【説明】コンプライアンス検討委員会で概要を説明しているため、部長会 

議での説明省略 

 

(5) スマート窓口「住民異動届等作成支援システム」の導入について 

戸籍住民課 

【説明】資料に基づいて説明 

【意見・質疑】 

Ｑ．システムの導入により、どれぐらい時間短縮できるのか。 

 Ａ．手続に１人平均２０～３０分要すところ、１０分ほど短縮できると見 

込んでいる。 

 

(6) 通学路の安全対策について 

学校教育課、地域安全課、建設総務課、建設管理課 

【説明】資料に基づいて説明 

【意見・質疑】 

Ｑ．保護者や地域住民等から改善要望のあった事項のうち、令和２年度に
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対応不可としている４２件の内訳はどのようか。 

 Ａ．道路幅員の不足等によって施設整備が困難なものが１０件、施設の設

置基準等によって設置困難な信号や横断歩道等に関するものが８件、地

域住民の合意形成が必要な交通規制等に関するものが３件、その他の複

合的な理由等によるものが２１件となっている。なお、４２件のうち、

啓発看板の設置に係る２件は、設置場所の工夫等によって今年度すでに

対応済である。 

 Ｑ．地域からの要望に、危険なバス停の改善など、交通事業者に関わるも

のはあるか。 

 Ａ．危険なバス停については、市内にも該当箇所があったが、すでに交通

事業者により改善されている。ただし、バス停周辺の横断歩道の設置等

未対応のものは、要望に含まれている。 

 

(7) 土地利用委員会調整部会の審議案件について       開発指導課 

【説明】資料に基づいて説明 

【意見・質疑】 

 なし 

 

 


